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(57)【要約】
　本発明は、同じ患者のその後の検査において、画像が
比較されることができ、疾患進行を観察するために使用
されることができるような条件下で超音波画像が収集さ
れることを可能にする、超音波イメージングシステム１
０と対応する方法に関する。提案される超音波イメージ
ングシステム１０は収集パラメータのセットに基づいて
超音波画像を収集するように構成される画像収集ユニッ
ト１２、患者識別子２６を入力する（Ｓ１０）ためのユ
ーザ入力１８、収集パラメータのセットのデータベース
にアクセスするように構成されるデータベースアクセス
２８、入力された患者識別子２６に基づいて前記患者識
別子２６と関連する収集パラメータのセットを自動的に
取り出し（Ｓ１２）、取り出された収集パラメータのセ
ットに基づいて超音波画像を収集する（Ｓ２２）ように
画像収集ユニット１２を制御するように構成される制御
ユニット１６を有し、収集パラメータのセットは患者識
別子２６と関連する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波イメージングシステムであって、
  収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集する画像収集ユニットと、
  患者識別子を入力するためのユーザ入力と、
  収集パラメータのセットのデータベースにアクセスするデータベースアクセスと、
  入力された患者識別子に基づいて前記患者識別子と関連する収集パラメータのセットを
自動的に取り出し、前記取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収
集するように前記画像収集ユニットを制御する、制御ユニットと
を有し、
  前記収集パラメータのセットは前記患者識別子と関連する、超音波イメージングシステ
ム。
【請求項２】
　選択ユーザインターフェースをさらに有し、前記制御ユニットは前記選択ユーザインタ
ーフェースがユーザによって操作される場合に超音波画像を収集するように前記画像収集
ユニットを制御する、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項３】
　前記ユーザが、関連する収集パラメータのセットが利用可能な患者識別子を前記ユーザ
入力に入力した場合に限り、前記選択ユーザインターフェースが操作可能である及び／又
はあらわれる、請求項２に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項４】
　収集パラメータのセットがさらに身体臓器と関連し、前記制御ユニットが所与の患者識
別子に対して収集パラメータのセットが利用可能な身体臓器を決定し、前記選択ユーザイ
ンターフェースはユーザが前記決定された身体臓器の中から選択することを可能にする、
請求項２に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項５】
　前記収集パラメータのセットのパラメータを設定するためのパラメータユーザインター
フェースをさらに有し、前記制御ユニットが、前記データベース内の関連する患者識別子
で新たな収集パラメータのセットを作るように、及び／又は前記データベース内の関連す
る患者識別子で既存の収集パラメータのセットを上書きするように、前記データベースア
クセスを制御する、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項６】
　前記画像収集ユニットが前記データベースにまだ記憶されていない収集パラメータのセ
ットに基づいて画像を収集するように制御されるとき、前記制御ユニットが新たな収集パ
ラメータのセットを作るように前記データベースアクセスを制御する、請求項１に記載の
超音波イメージングシステム。
【請求項７】
　前記画像収集ユニットが交換可能な振動子ユニットを有し、前記収集パラメータのセッ
トが振動子ユニットを識別するためのパラメータを有する、請求項１に記載の超音波イメ
ージングシステム。
【請求項８】
　通知ユニットをさらに有し、前記通知ユニットは、取り出された収集パラメータのセッ
トの前記振動子ユニットを識別するためのパラメータが前記交換可能な振動子ユニットを
識別しない場合、前記ユーザに通知する、請求項７に記載の超音波イメージングシステム
。
【請求項９】
　前記制御ユニットは前記振動子ユニットを識別するためのパラメータが前記交換可能な
振動子ユニットを識別する場合に限り超音波画像を収集するように前記画像収集ユニット
を制御する、請求項７に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１０】
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　前記画像収集ユニットの近くにある近接臓器を自動的に検出する自動選択ユニットをさ
らに有する、請求項１に記載の超音波イメージングシステム。
【請求項１１】
　超音波画像を収集するための方法であって、
  患者識別子を入力するステップと、
  前記患者識別子と関連する収集パラメータのセットをデータベースから自動的に取り出
すステップと、
  前記取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集するように画像
収集ユニットを制御するステップと、
を有する方法。
【請求項１２】
　コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されるときに、前記コンピュータに、
  患者識別子を入力するためのユーザ入力を表示するステップと、
  前記患者識別子と関連する収集パラメータのセットをデータベースから自動的に取り出
すステップと、
  前記取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集するように画像
収集ユニットを制御するステップと、
を実行させるためのプログラムコードを有するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波画像を収集するためのシステムと方法に関する。本発明は当該方法を実
施するためのコンピュータプログラムにも関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波イメージングは多くの異なる疾患とこれら疾患の進行を診断するために一般的に
使用される。画像収集を特定疾患、検査中の臓器、及び患者の異なる特徴に最適に適合さ
せるために、適切に設定される必要がある多くの収集パラメータがある。これらのパラメ
ータは超音波信号の送受信、測定信号の処理、画像再構成、画像表示及び画像記憶に関連
する。これらは画像の奥行、透過焦点の位置、焦点域の数、Ｂモード若しくはカラードッ
プラモードを使用するかどうか、イメージングのために調和若しくは基本振動数が使用さ
れるかどうか、画像解像度、フレームレートなどといった操作パラメータを含む。がん治
療に対する患者反応を観察する臨床背景においては、同じ超音波スキャナが複数の患者に
対して使用され、設定がしばしば変更される。収集のたびにパラメータを手動で変更する
ことは時間がかかり間違いを起こしやすい。従って、多くのシステムは組織特異的プリセ
ット（ＴＳＰ）を含む。これらは特定用途、例えば肝臓のイメージング若しくは頸動脈の
イメージングに対して最適化されたイメージングパラメータ値のセットである。任意の所
与の超音波振動子とともに、製造業者は典型的には組織特異的プリセットの選択を提供し
、ユーザはそれらから選択して特定スキャンタスクのために超音波スキャナを迅速にセッ
トアップすることができる。しばしば、これらの一般的なプリセットは変更されて特定患
者に適合される必要がある。
【０００３】
　ＵＳ５，３１５，９９９は中にイメージングパラメータ値がプリセットモードとして保
存される超音波イメージングシステムを開示する。ユーザが後にプリセットモードの一つ
を選択するとき、システムは対応するイメージングパラメータ値のセットに従って自動的
に作動する。システムは異なる検査タイプ、異なる画像表示、異なる患者、及び異なるユ
ーザのためのプリセットモードを記憶することができる。
【０００４】
　発明者らは、スキャンの再現性を確実にし、治療に対する患者反応を評価するために異
なる時点におけるスキャンが互いに比較されることを可能にするために、各患者に対して
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同じイメージングパラメータ値が患者フォローアップを通じて使用されることを保証する
ことが非常に重要であることに気が付いた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、同じ患者の後続検査において、画像が比較されることができ、疾患進
行を観察するために使用されることができるような条件下で、超音波画像が収集されるこ
とを確実にする超音波イメージングシステムを提供することである。
【０００６】
　本発明のさらなる目的は疾患進行の観察における超音波イメージングのためのワークフ
ローを改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様において、以下を有する超音波イメージングシステムが提示される
：
  収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集するように構成される画像収集ユ
ニット、
  患者識別子を入力するためのユーザ入力、
  収集パラメータのセットのデータベースにアクセスするように構成されるデータベース
アクセス、収集パラメータのセットは患者識別子と関連する、
  入力された患者識別子に基づいて当該患者識別子と関連する収集パラメータのセットを
自動的に取り出し、取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集す
るように画像収集ユニットを制御するように構成される、制御ユニット。
【０００８】
　入力された患者識別子（病院で一般的に使用されているような、患者を一意的に識別す
る番号であり得る）に基づいて、超音波イメージングシステムはこの患者識別子と関連す
るデータベースに記憶された収集パラメータのセットを調べる。記憶された収集パラメー
タは最後の検査においてこの患者に対して使用されたパラメータであり得るか、若しくは
この患者の検査のために使用されるべき"好適な"パラメータとして特に記憶された収集パ
ラメータであり得る。
【０００９】
　本発明にかかる一実施形態において、超音波イメージングシステムは選択ユーザインタ
ーフェースをさらに有し、制御ユニットは選択ユーザインターフェースがユーザによって
操作される場合に超音波画像を収集するように画像収集ユニットを制御する。
【００１０】
　本発明にかかる好適な実施形態において、収集パラメータのセットはさらに身体臓器と
関連し、制御ユニットは所与の患者識別子に対して収集パラメータのセットが利用可能な
身体臓器を決定するように構成され、選択ユーザインターフェースは決定された身体臓器
の中からユーザが選択することを可能にするように構成される。所与の患者に対して複数
の臓器が超音波イメージングシステムで検査されている場合、これは収集パラメータが患
者の特定臓器にも適合されることを確実にする。
【００１１】
　本発明の別の好適な実施形態において、収集ユニットは交換可能な振動子ユニットを有
し、収集パラメータのセットは振動子ユニットを識別するための一つのパラメータを有す
る。使用された振動子についての情報を他の収集パラメータと一緒に記憶することは、同
じ振動子が患者のフォローアップ検査のために使用されることを超音波イメージングシス
テムが確実にすることを可能にする。
【００１２】
　本発明の別の実施形態において、超音波イメージングシステムは画像収集ユニットの近
くにある近接臓器を自動的に検出するように構成される自動選択ユニットをさらに有する
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。例えば、画像収集は患者の体に置かれるとすぐにテスト画像を収集し得る。このテスト
画像に基づいて、自動選択ユニットは収集されたテスト画像がどの臓器に対応するかを決
定し得る。これは例えば同じ患者から以前に収集された画像とテスト画像を比較すること
によってなされ、若しくは特定臓器に特徴的な超音波画像のデータベースと比較され得る
。
【００１３】
　ユーザが診断画像を収集しようとしている臓器を自動的に検出することは、ワークフロ
ーがさらにいっそう簡略化されることができるという利点を持つ。例えば、所与の患者に
対して収集パラメータのセットが肝臓、心臓、及び胆嚢について利用可能であり、ユーザ
が画像収集ユニットを肝臓の近くに置いたことを自動選択ユニットが検出する場合、制御
ユニットは肝臓と関連する収集パラメータのセットを自動的に取り出すことができる。そ
の後、これは取り出された肝臓と関連する収集パラメータのセットに基づいて超音波画像
を収集するように画像収集ユニットを制御することができる。
【００１４】
　本発明のさらなる態様において、以下のステップを有する方法が提示される：
  患者識別子を入力するステップ、
  当該患者識別子と関連する収集パラメータのセットをデータベースから自動的に取り出
すステップ、
  取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集するように画像収集
ユニットを制御するステップ。
【００１５】
　本発明のさらなる態様によれば、上記方法を実施するためのコンピュータプログラムが
提供され、当該コンピュータプログラムは、当該コンピュータプログラムがコンピュータ
上で実行されるときに以下のステップをコンピュータに実行させるためのプログラムコー
ドを有する：
  患者識別子を入力するためのユーザ入力フィールドを表示するステップ、
  当該患者識別子と関連する収集パラメータのセットをデータベースから自動的に取り出
すステップ、
  取り出された収集パラメータのセットに基づいて超音波画像を収集するように画像収集
ユニットを制御するステップ。
【００１６】
　本発明の好適な実施形態は従属請求項に規定される。請求される方法と請求されるコン
ピュータプログラムは請求される装置及び従属請求項に規定されるものと同様及び／又は
同一の好適な実施形態を持つことが理解されるものとする。
【００１７】
　本発明のこれらの及び他の態様はいかに記載の実施形態から明らかとなり、それらを参
照して解明される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明にかかる超音波イメージングシステムの一実施形態のブロック図を示す。
【図２】本発明にかかる方法のフローチャートを示す。
【図３】本発明にかかる超音波イメージングシステムのためのユーザインターフェースの
好適な実施形態を示す。
【図４】本発明にかかる超音波イメージングシステムのためのユーザインターフェースの
好適な実施形態を示す。
【図５】本発明にかかる超音波イメージングシステムのためのユーザインターフェースの
好適な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は本発明にかかる超音波イメージングシステム１０の略ブロック図を示す。画像収
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集ユニット１２は交換可能な振動子ユニット１４と、異なる交換可能な振動子ユニット１
４を識別することができる振動しセンサユニット１５を有する。
【００２０】
　制御ユニット１６は複数のユーザインターフェースコンポーネントに接続される：ユー
ザ入力１８、選択ユーザインターフェース２０、パラメータユーザインターフェース２２
、及び通知ユニット２４。ユーザ入力１８に入力される患者識別子２６に基づいて、制御
ユニット１６はこの患者に対応する収集パラメータのセットを取り出すように構成される
。この実施形態において、ユーザ入力１８は入力として患者識別子、例えばこの患者に固
有の番号を直接とる。他の実施形態において、ユーザ入力１８はユーザ入力１８が対応す
る固有患者を調べることができるように患者の名前、性別、及び誕生日のための入力フィ
ールドを有することもできる。患者が一意的に識別されると、制御ユニット１６は対応す
る収集パラメータ設定を取り出すためにデータベースアクセス２８を使用する。データベ
ースアクセス２８は超音波イメージングシステム１０の一部であるデータベースであり得
る。より一般的には、これは専用データベースサーバを含むネットワークへのコネクタで
ある。例えば、病院において、典型的には異なる場所におけるイメージング装置からアク
セスされることができるように画像と画像収集設定を記憶するネットワーク接続サーバが
ある。
【００２１】
　選択ユーザインターフェース２０はユーザがこの患者に対する収集パラメータが利用可
能な異なる臓器の中から選ぶことを可能にする。例えば、患者は心臓、肝臓、及び前立腺
で事前に検査されている；これはユーザにオプションとして表示され得る。現在の患者の
患者識別子２６と関連する収集パラメータのセットがデータベースに一つしかない場合、
本発明の一実施形態において（不図示）、選択ユーザインターフェース２０はユーザがこ
の収集パラメータのセットで直ちに画像収集を開始することを可能にするボタンのみを表
示するように自動的に変えられる。本発明の一実施形態において、データベースアクセス
２８から制御ユニット１６によって取り出される収集パラメータはユーザに示され、ユー
ザはパラメータの一部を変更する機会を与えられる。この場合、収集パラメータがこの患
者に対して以前に使用された収集パラメータと全く同一でなくても、ユーザは以前使用さ
れた設定から外れるという事実を知る。おそらく、ユーザはもっともな理由がある場合の
み、例えば以前使用された設定が重要な側面において不都合であることがわかった場合、
そうすることになる。パラメータユーザインターフェース２２は以前使用されたパラメー
タと異なるパラメータを強調し得る。
【００２２】
　前述の通り、制御ユニット１６はどの交換可能な振動子ユニット１４が画像収集ユニッ
ト１２に接続されているかを知っている。収集パラメータのセットが所与の患者の所与の
臓器に対して利用可能であるが、交換可能な振動子ユニット１４が収集パラメータのセッ
トにおいて識別される振動子ユニットに対応しない場合、通知ユニット２４はユーザに通
知するように構成される。通知ユニット２４は、例えば交換可能な振動子ユニット１４が
パラメータにマッチしない収集パラメータのセットの記述の横に表示される感嘆符２４な
どの小さな警告サインであり得る。他のシナリオにおいて、通知サインはより邪魔になる
、例えばより大きな点滅サイン若しくは音声信号であり得る。
【００２３】
　一実施形態において、制御ユニット１６はこの状況において超音波画像の収集を開始し
ないように構成され得る。別の実施形態において、ユーザは画像収集を進めるオプション
を与えられ得る。必要であれば、制御ユニット１６は収集パラメータにおいて識別される
好適な振動子ユニットの代わりに使用される交換可能な振動子ユニット１４に適合するよ
うに収集パラメータの一部を変更し得る。
【００２４】
　図２は本発明にかかる方法の一実施形態のフローチャートを示す。
【００２５】
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　ステップＳ１０において、ユーザは患者識別子２６を入力する。
【００２６】
　ステップＳ１２において、対応する収集パラメータのセットがデータベースから取り出
される。
【００２７】
　ステップＳ１４において、さらなる処理は見つかったセットの数に依存する。
【００２８】
　この患者識別子２６に対して収集パラメータのセットが見つからなかった場合、ステッ
プＳ１６においてパラメータユーザインターフェース２２が表示される。
【００２９】
　ステップＳ１８において、ユーザは収集パラメータの完全なセットを入力する（若しく
は、代替的な実施形態において、収集パラメータの標準セットをロードする）。
【００３０】
　収集パラメータの完全なセットが入力されたか若しくは標準セットから取り出された後
に起こる、ステップＳ２０において、開始ボタン３４と保存ボタン３８が表示される。別
の実施形態において、"保存と開始"ボタンがあり、すなわち両ステップが同じユーザコマ
ンドで開始される。さらに別の実施形態において、開始及び保存ボタンのみがあり、すな
わちユーザは同時に画像収集を開始して画像収集パラメータを記憶するしかない。これは
画像収集のために一度使用される全収集パラメータがその後の検査において同等の画像を
得るために再生されることができることを確実にする。
【００３１】
　ステップＳ２２において、超音波画像が収集される。
【００３２】
　ステップＳ１４において収集パラメータのセットが一つだけ見つかったと決定される場
合、方法はステップＳ２４へ進み、ユーザが見つかった収集パラメータのセットで超音波
画像の収集を開始することを可能にする開始ボタンを直ちに表示する。代替的に、もちろ
ん、ユーザが見つかった収集パラメータのセットを変更するか、若しくは新たな収集パラ
メータのセットを入力することを可能にするユーザインターフェース要素もある。簡略化
のため、対応するステップは図２に図示しない。本発明の一実施形態において、画像収集
ユニット１２に取り付けられる交換可能な振動子ユニット１４が収集パラメータのセット
において識別される振動子ユニットにマッチするかどうかのチェックが常にある。これも
図２に図示しない。
【００３３】
　ステップＳ２４において一つよりも多くの収集パラメータのセットが入力された患者識
別子２６に対応すると決定される場合、方法はステップＳ２６へ進み選択ユーザインター
フェース２０を表示する。
【００３４】
　ステップＳ２８において、ユーザはこの患者に対して対応する収集パラメータのセット
が見つかった臓器の一つを選択する。
【００３５】
　その後、この臓器の超音波画像がステップＳ２２において収集される。
【００３６】
　図３及び４は本発明にかかる超音波イメージングシステム１０のユーザインターフェー
ス３０の実施例を示す。図面は本発明に直接関連するユーザインターフェース３０の要素
のみを示す。
【００３７】
　ユーザインターフェース３０は患者識別子２６を入力するためのユーザ入力１８を有す
る。この患者に対する収集パラメータのセットが見つかった臓器が選択ユーザインターフ
ェース２０に表示される。図３に図示の通り、一つの臓器に対して一つよりも多くの収集
パラメータのセットが見つかる場合、見つかった収集パラメータのセットの全部が選択ユ
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ーザインターフェース２０に表示され、さらなる情報、例えば収集パラメータのセットの
各々が記憶された若しくは最後に使用された日付を表示することによって区別されること
ができる。別の実施形態（不図示）において、選択ユーザインターフェースは収集パラメ
ータのセットが患者の特定（既知の）病変に対応することを示し得る。一つの臓器が複数
の病変を持つ場合、一つの臓器の異なる病変に対する異なる収集パラメータのセットが存
在し得る。ユーザは例えば選択ユーザインターフェース２０において対応するラインをク
リックすることによって収集パラメータのセットの一つを識別することができる。選択は
対応するライン３２を強調することによって表示される。ユーザインターフェース３０は
開始ボタン３４と新規ボタン３６を有する。開始ボタンは、マッチする交換可能な振動子
ユニット１４が振動子センサユニット１５によって検出されている、所与の患者識別子３
６に対応する収集パラメータのセットが見つかるとすぐにあらわれ使用可能になる。新規
ボタンは常にあらわれており使用可能であり、図５に図示の通り、ユーザが新たな収集パ
ラメータのセットを作ることを可能にする。
【００３８】
　図４は所与の患者識別子２６に対して複数の対応する収集パラメータのセットが見つか
っているが、それらのどれも現在画像収集ユニット１２に取り付けられている交換可能な
振動子ユニット１４にマッチする振動子ユニットを識別しないシナリオにおけるユーザイ
ンターフェース３０の一実施例を示す。これはこの場合単に二重感嘆符である通知ユニッ
ト２４を通じて選択ユーザインターフェース２０の各入力に対して示される。開始ボタン
３４は機能せずユーザは画像収集を直ちに開始することができない。
【００３９】
　図５は新たな収集パラメータのセットを入力するために使用されるユーザインターフェ
ースの一実施例を示す。患者識別子２６がユーザ入力１８に入力され、収集パラメータの
セットが準備される臓器が選択ユーザインターフェース２０において選択される。この実
施形態において、選択ユーザインターフェースは臓器のリストから臓器の選択を可能にす
る。代替的に、ユーザは臓器のテキスト記述を入力することができる。収集パラメータの
セットの複数のパラメータがパラメータ入力フィールド４０に入力されることができる。
保存ボタン３８と開始ボタン３４は収集パラメータの完全なセットが入力されるとすぐに
使用可能になる。本発明の好適な実施形態において、開始ボタン３４は保存及び開始ボタ
ンとして実現され、すなわち収集パラメータのセットが保存され超音波画像の収集が開始
される。
【００４０】
　本発明は図面と前述の説明において詳細に図示され記載されているが、かかる図示と記
載は説明若しくは例示であって限定ではないとみなされるものとする。本発明は開示の実
施形態に限定されない。開示の実施形態への他の変更は図面、開示、及び添付の請求項の
考察から、請求される発明を実施する上で当業者によって理解されもたらされることがで
きる。
【００４１】
　請求項において、"有する"という語は他の要素若しくはステップを除外せず、不定冠詞
"ａ"若しくは"ａｎ"は複数を除外しない。単一の要素若しくは他のユニットは請求項にお
いて列挙される複数の項目の機能を満たし得る。特定の手段が相互に異なる従属請求項に
列挙されるという単なる事実はこれらの手段の組み合わせが有利に使用されることができ
ないことを示さない。
【００４２】
　コンピュータプログラムは他のハードウェアと一緒に若しくはその一部として供給され
る光学記憶媒体若しくは固体媒体などの適切な非一時的媒体上に記憶／分散され得るが、
インターネット又は他の有線若しくは無線通信システムなどを介して他の形式で分散され
てもよい。
【００４３】
　請求項における任意の参照符号は範囲を限定するものと解釈されてはならない。
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